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実施方針 達成目標 

監理団体に 
よる改革 

○ 各監理団体による自律的な経営改革の推進 

 

○ 団体の経営情報の更なる見える化推進 

【すぐに取り組む目標】 
○ 「経営改革プラン」（２０１８年４月）の外部有識者による進捗管理 
○ 団体経営情報（主要事業全体像・収支構造、理事会・評議員会の議事

要旨等）の公開拡充 
 
【１～２年かけて取り組む目標】 
○ 団体役員人事における公募の試行実施 

所管局に 
よる改革 

○ 監理団体の役割の再整理 

 

○ 監理団体のあり方の見直し 

【すぐに取り組む目標】 

○ 「官・民・団」の役割分担の整理 
○ 特命随意契約の点検実施 
 

【１～２年かけて取り組む目標】 
○ 事業等の再編などを含めた団体のあり方見直し等の整理 
○ 「監理団体活用戦略（仮称）」の策定 

総務局に 
よる改革 

○ 監理団体への都職員派遣方針の明確化 
 

○ 都政との関連度合いを踏まえた都と監理団体等との
関係性の再整理・都が関与すべき団体の見直し 

 

○ 関与内容毎に監理団体の機能・特性に応じた指導・
監督への見直し 

 

○ 役員ポスト数等の見直し 
 

○ 団体常勤役員に占める都関係者（都派遣・都OB）割
合の見直し 

 

○ 都・監理団体職員の人材育成の促進 

【すぐに取り組む目標】 
○ 新たな都派遣方針の策定 
○ 監理団体向け公募実施ガイドラインの策定 
 
【１～２年かけて取り組む目標】 
○ 監理団体等の定義・名称・団体の見直し 
○ 「監理団体指導監督要綱、同基準」等の改正 
 
【２０２０年度の達成目標】 
○ 監理団体常勤役員に占める都関係者割合を２割程度削減 
○ 都と監理団体の職員人事交流の拡大（５０名程度） 



 

○ 各監理団体による自律的な経営改革の推進 

   ・ ２０２０年を目途に概ね３年間で取り組むべき経営戦略をとりまとめる経営改革プランの策定 

      ※経営改革プランを、「監理団体経営目標評価制度」の評価対象に新たに位置づけ 

   ・ 都民サービスの質向上、働き方改革などを通じた団体の機能強化推進 

   ・ 団体の内部ガバナンス機能の強化 

      ①外部人材の活用などを通じた理事会・取締役会の経営機能、監事・監査役の監督機能強化 
      ②監事・監査役による監査指針の策定、監査報告書の所管局への報告を義務付け 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
○ 団体の経営情報の更なる見える化推進 

   ・ 各団体が行う主要事業の全体像・収支構造・社会貢献活動（CSR）等について公開（毎年度） 
   ・ 理事会・評議員会の議事要旨の公開（毎年度） 

 

実施方針  

 １ 監理団体改革の実施方針 ～監理団体による改革～ 
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＜イメージ図＞ 

               経営改革プラン       

              ・2020年に向けた経営戦略と 

                                                  今後3か年の取組計画を設定 
                  経営目標  
                  ・ 単年度ごとの目標設定  

 

使命 

戦略 

運営目標 

 

使命 

戦略 

運営目標 

「利用者・都民本位」、「効率化」、 
「収益増加」の視点から設定 

「都民ファースト」、「ワイズスペンディング」
の視点から設定 
（働き方改革、新たな事業展開等） 

現 状  今 後  

外部有識者によるチェック 

経営改革プランを評価対象に新たに位置づけ 
外部有識者によるチェック 



 
○ 監理団体の役割の再整理・あり方の見直し 

  ・ 監理団体に“政策実現に向けた事業の企画立案の一部”を担う役割を新たに位置付け 

  ・ 見える化改革による「官・民・団」の役割分担の整理と合わせ、事業等の再編などを含めた団体のあり方の 

    見直し等を整理した上で、今後の団体活用の考え方等をとりまとめる「監理団体活用戦略（仮称）」を策定 

  ・ 社会情勢や他自治体との比較検討を踏まえ、各局等による特命随意契約の契約内容等の点検を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

実施方針  

 ２ 監理団体改革の実施方針 ～所管局による改革～ 

＜イメージ図＞ 
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政
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業
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行 

企業等 

都

企業等 

集客戦略 

監理団体 

建物管理等 

都政の重要なパートナー
として、主に現場の実務
において積極的に活用 

都庁グループの一員として、現場
で培った技術やノウハウを活用し、
専門分野での企画・立案を担う
存在として戦略的に活用 

都

民間に任せられる業務
（建物管理等） 

・現場の実務 
・柔軟で機動的な対
応が可能な事務 

運営マネジメント 

集客戦略 

運営マネジメント 

監理団体 

施策提案 

・・・主要な領域 

現 状  今 後  

○ 専門的な人材の確保 

○ 質の高い安定的な 
    公的サービスの提供 

都民ニーズの多様化・複雑化や
労働力市場縮小に伴う人手不
足の懸念 

都庁グループとして 

が不可欠 



 

 

○ 役員ポスト数等の見直し 

   ・ 経常収益額や団体職員数、今後の経営戦略などを踏まえ、各団体の役員ポスト数を再設定 

 

○ 団体常勤役員に占める都関係者（都派遣・都OB）割合の見直し 

   ・ 団体の経営戦略実現に向けた民間人材やプロパー職員等の積極的な登用 

     ①監事・監査役への専門的人材の登用を原則義務化 

     ②公募を含めた民間人材・固有職員等の活用 

       （公募試行実施に向けた監理団体向けガイドラインの策定） 

   ・ 都ＯＢを段階的に削減、都職員の身分を有する再任用職員・現役職員の派遣・出向にシフト 

 

 

 

 

 

      
 

実施方針  

 ３ 監理団体改革の実施方針 ～総務局による改革～ 
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現 状  今 後 

理事 理事 理事 

監事 理事長 

都 

都 都 

都 都 

団体Ａ 
（役員５名） 

理事 理事 理事 

監事 理事長 

都 

民間 都 

都 固有 

団体Ａ 
（役員５名） 

外部人材 

 ＯＢ 

現役等 

＜イメージ図＞ 

公募等 

都 都 

監理団体役員関係 



 

 
 

○ 監理団体への都職員派遣方針の明確化 

   ・ 派遣目的や派遣期間等を再整理するなど方針を明確化し、メリハリのある職員派遣を実施 
   （イメージ）①プロジェクト型、②技術・ノウハウ継承型、 ③戦略的人材育成型（若手職員・中堅職員層） 

 

 

 

 
 

 
 
○ 都・監理団体職員の人材育成の促進 

   ・ 都・監理団体の若手職員（主任・主事級を想定）を相互に受け入れる双方向型人事交流の実施 

     監理団体を所管する局以外の局や、都以外との交流も併せて検討・促進 

 

 

 

    

 
 
   ・ 監理団体の管理職層を都庁（本庁）に受け入れる仕組みの導入 

     管理職層を２年程度受け入れ、監理団体の将来のマネジメントを担う人材の育成を促進 

      

      

 

 

 

 

 

      
 

監理団体職員・都派遣職員関係 

 ３ 監理団体改革の実施方針 ～総務局による改革～ 
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＜イメージ図＞ 

都 

現 状  

団
体 

団
体 

都派遣職員の役割
や必要性を十分に
精査し派遣 

都 団
体 

団
体 

派
遣
方
針
を
整
理 

① 都プロジェクトの推進 

②ノウハウ等の継承 

③ 戦略的な人材育成 

今 後  ＜イメージ図＞ 

都 
団
体 

長期研修等で都に派遣 

現 状  

人事交流の仕組みなし 

都 
団
体 

今 後  

研修生の受け入れに合わ
せ若手職員を団体に派遣 



 
 

 

○ 都政との関連度合いを踏まえた都と監理団体等との関係性の再整理・都が関与すべき団体の見直し 

   ・ 出資等、財政・人的支援状況と、現在の都政との関連度合い・見える化改革の検討状況等を踏まえ、 

     監理団体等の定義・名称・団体の見直しを実施  
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 ３ 監理団体改革の実施方針 ～総務局による改革～ 

現 状 今 後 

考え方 

監理団体 
出資等を行う団体及び、継続的な財政支
出・人的支援を行う団体のうち、全庁的な
指導監督を行う団体（都政の重要なパートナー） 

「現場機能等を持つ組織として都と協同して事業等を執行・提案す
る団体」で全庁的な指導監督を行う団体（都庁グループの一員） 

報告団体 
出資等を行う団体及び、継続的な財政支
出・補助金支出を行うなどの団体 

「都の政策実現に協力する組織として都と連携しながら施策等を
推進する団体」（都政との関連性が高い出資等団体） 

都 民間等 監理団体 

都庁グループ 出資等団体 

報告団体 

（イメージ）都との関連性を踏まえた団体への関与の考え方 

株主等の立場から持分などに応じた権利の行使 

都政との関連度合いを踏まえた団体所管局等による適切な関与 

各団体の機能・特性に応じた全庁的な関与 
団体への
関与の 
考え方 

都による団体への関与のあり方 



 

○ 関与内容ごとに監理団体の機能・特性に応じた指導・監督への見直し 

   ・ 東京都監理団体指導監督要綱・同基準等の改正 

   <主な見直しの視点＞ 

    ①監理団体職員の人員管理 

      職員構成、職員配置に係る財源種別等を踏まえた柔軟な人員配置管理手法への見直し 

    ②監理団体が締結する契約 

      行政機関との経営形態の違いを活かし柔軟な事業運営を図る観点から、契約手法の一部見直し 

    ③都への事前協議事項・事後報告事項 

      団体の機動的かつ弾力的な組織運営を図る観点から、団体職員の採用・任用に係る事項などについて見直し 
 
  ※ コンプライアンス、情報公開などの事項は全団体共通の関与内容として引き続き一律に関与 

  ※ 報告団体は、定義等の見直しを踏まえ経営情報の更なる公開拡充など所管局等による適切な関与 

     （役職員に係る情報、都財政受入額の状況等の公開を各団体に要請） 

 

 

 
 

 ３ 監理団体改革の実施方針 ～総務局による改革～ 
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＜イメージ図＞ 現 状  

監理団体 

都 

長期的に経営拡大したい 
自律的な経営を進めたい 
迅速な契約手続きが出来ない 

厳格な人員管理 

一律の関与 

今 後  

都 

中期的視点に基づく柔軟な人員管理 

柔軟な関与 

事前協議徹底 監理団体 事後報告 

自律的な課題解決と、中期的 
な経営改革の実現へ！ 


